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今般一会員からある研究が倫理規定に違反しているのではないかとの申立があ

りました．触媒学会の倫理規定に則り，判定委員会，調査委員会および倫理委

員会を設置し，慎重に審理してまいりました．その結果，この研究の学会発表，

一般誌発表，および速報・論文において，実験事実を正確に記述することなく，

実験事実の一端を誇張して新規性や優位性を主張することによって，学会およ

び科学技術分野を混乱させていると判定しました．このことを，申立人および

被申立人に通知し，被申立人に対して厳重な注意を喚起しました．科学技術分

野において，倫理は最も重視するべきことです．会員諸氏におかれましては，

事実を正確に報告することが科学者倫理の基本であることを常に念頭におき，

慎重に行動されることを希望します． 
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